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概要 
 
【会議名称】 
若手専門家による地球温暖化対策審議会 （略称：「若手審」） 
 
【主催】 
若手専門家による地球温暖化対策審議会 
※任意の研究会です。 
 
【簡単な経緯】 

2007年 7月の参議院選挙前に、温暖化を止めるための制度導入を国会にお願いするキャンペーン
「京都の約束プロジェクト」にスタッフとして関わっていた川島、森、榎原の 3人が「若い世代が、
地球規模かつ長期の視点で温暖化対策を考えて、社会に発信する必要がある」と考え、各分野で活躍

する専門家を委員として集めて、若手審が発足しました。 
 
 
目的 
 
若手審の目的は、以下の通りです。 
 
■未来に責任のある温暖化対策案の作成 
地球温暖化問題に関わる若い世代の専門家が、各分野から集まり、長期的かつ地球規模の視野を持

って議論することで、低炭素社会を実現するために必要な施策を作り上げます。若い世代だからこそ、

自分たちの歩むべき道を責任持って選ぶことができます。 
 
■世論の盛り上げ 
若手審から、具体的な対策案を提示することで、社会全体での温暖化対策の議論をより活性化させ

たいです。特に、温暖化対策が社会の制度面での問題でもあることを、より多くの方に気付いていた

だきたいと考えています。 
 
■若い世代への希望 
現在、10～20 代の若い世代が持っている温暖化への不安は、非常に大きくなっています。若手審
が低炭素社会を形成するための方法を提示することで、若い世代の不安も軽減され、未来への希望も

持てるようになると信じています。 
 
 



委員 
 
 名前 所属 専門分野 
座長 川島 悟一 環境コンサルタント 持続可能性 

荒井 直樹 日本総合研究所創発戦略センター 資源・エネルギー 
榎原 友樹 環境コンサルタント 温暖化対策 
江守 正多 国立環境研究所 温暖化の予測、影響 
小田 潤一郎 研究機関 温暖化対策 
久保田 泉 国立環境研究所 環境法 
馬場 未希 出版社  ジャーナリスト 
藤津 朋子 株式会社イースクエア CSR 

委員 

森 洋一 公認会計士 情報開示 
※委員の平均年齢は、31.7歳です。 
 
会議開催の概要 
 
 日時と会場 主な議題 
第 1回 2007年 12月 16日（日） 

13:00～17:30 
荻窪地域区民センター 

・地球温暖化の影響 
・温室効果ガスの排出源 
・持続可能な発展について 

第 2回 2008年 1月 20日（日） 
13:00～17:30  

JICA地球ひろば 

・産業と運輸の技術的削減余地 
・エネルギー資源 
・低炭素社会の研究事例 

第 3回 2008年 2月 9日（土） 
13:00～17:30  

JICA地球ひろば 

・民生と農業分野での技術的削減余地 
・長期的目標について 
・報告書の作成について 

第 4回 2008年 3月 8日（土） 
12:30～17:00  

JCCCA会議室 

・制度の選択肢 
・国際動向の共通理解 
・技術評価について 

第 5回 2008年 4月 6日（日） 
13:00～19:30  

JICA地球ひろば 

・低炭素社会の目標、ビジョン、ロードマップ 
・低炭素社会をつくるための“心技体” 
・日本の役割と施策 

第 6回 2008年 5月 11日（日） 
13:00～18:30 

JICA地球ひろば 

・パブコメへの対応 
・日本の採るべき政策 

※4月 19日に中間報告書の取りまとめのために追加で会議を開催しました。 



持続可能な開発と低炭素社会 
 
私たち若い世代の社会へのニーズの１つは、安心して暮らせることです。“低炭素社会”とは、安

心して暮らせる社会の１つの条件であり、持続可能な開発に必要不可欠な要素です。 
 
現在の人間社会には、紛争、貧困、水や食糧へのアクセス、地域間や世代間の不公平さ、環境破壊、

先住民の権利などといった社会問題が多く存在しており、人類はそれらの問題を解決し、平和で安心

して暮らせる社会を築こうとしています。 
 一方で、近年、地球温暖化という地球環境の変化が多くの人の水や食糧へのアクセスを悪くし、紛

争を生じさせたりする問題が出てきており、貧困などの社会問題の解決をますます困難にしています。

そして、このまま温室効果ガスを排出していけば、温暖化が進行し、ますます問題が大きくなってい

きます。石油や天然ガスなど地下資源の枯渇や生態系生産能力の喪失といった地球環境の変化による

影響で、社会が不安定化していく問題も顕在化していくと考えられ、私たち人類にとって、地球サイ

ズで社会を営んでいくことが絶対的な命題となっています。これが“持続可能性”というテーマです。 
 
低炭素社会を実現させるといっても、地下資源や生態系といった地球環境の変化や様々な社会問題

が関わっており、広い視野を持って、考えていく必要があります。 
低炭素社会の形成は、長期的なエネルギー資源の確保という観点から考える必要もあります。資源

量の比較的多い石炭は、石油や天然ガスよりも多くの温室効果ガスを排出します。また、温室効果ガ

スの排出がほとんどない原子力の利用という解決策もありますが、放射能事故や核兵器の問題もあり、

大幅な拡大にはリスクをかかえています。本報告書では、こうしたエネルギー資源についても加味し

て、低炭素社会の提言を行っています。 
生態系資源からエネルギーを得ることも考えられますが、生態系資源の利用は食料と競合し、農業

に適した土地も限られています。そして、温暖化による地域的な気候の変化は、過剰な土地利用と相

まって、生態系の生産能力を大きく低下させる可能性があります。このように低炭素社会は、生態系

保全の観点からも考慮しつつ進めていく必要があります。 
 さらに、低炭素社会を築く解決策として、途上国の発展を妨げたり、一部の人の温室効果ガスを排

出できる機会を排除してしまうことも考えられます。これは、社会を不安定化させ、かえって安心し

て暮らせる社会ではなくなるので、良い解決策とは言えません。世界のすべての人が人間らしく生き

る機会を平等にすることが安心して暮らせる社会には必要です。 
私たち若手審は、エネルギー安全保障、生態系保全、開発の観点も踏まえ、低炭素社会のビジョン

や形成シナリオを考えました。本審議会の究極の目的は、低炭素社会の形成ではなく、あくまでも持

続可能な社会の形成なのです。 
 
ここ数年で、地球温暖化問題が世界の最優先課題となったことは、持続可能な社会をつくる良いチ

ャンスだと考えることもできます。世界的な地球温暖化対策への動きは、持続可能な社会をつくって



いく 21世紀の挑戦の第一歩であり、私たち若手審の議論も、そうした挑戦に良い影響を与えられれ
ば幸いです。 
 
 
本報告書の構成 
 
本報告書は、若手審委員の主観的な意見も取り入れた提言です。その提言を考える上で必要な基本

的な情報については、付録の「基礎理解編」にまとめました。 
 
本文「若い世代からの提言」 
低炭素社会を実現していく提言です。これから数十年の社会に責任の持てる世代から、私たちが「こ

うする！」という提言をします。また、日本の役割として、日本の政策立案者、企業経営者、生活者

にできることも提案します。 
 
付録Ⅰ「基礎理解編」 
より多くの方に低炭素社会についての理解を促せるよう、温暖化の影響、対策、社会情勢など、IPCC
やその他研究報告について、手短にまとめました。 
 
付録Ⅱ「低炭素社会の試算」 

2050 年に世界全体の温室効果ガス排出量を現在比の半分にするために必要な技術等の試算におけ
る計算方法をまとめました。 
 
付録Ⅲ「国際枠組の選択肢」 
国際枠組に関する議論の際に用いた国際枠組の選択肢のまとめを資料として添付しました。 

 
要約 
 提言を要約としてまとめました。要約では、十分に内容の説明ができていませんので、その提言を

引用したり、意見をいただける場合には、是非本文も合わせて読んでいただきたいと存じます。 
 
 



本報告書をお読みになる際の注意事項 
 
若手審は、内閣総理大臣やその他の国務大臣から諮問された審議会ではなく、各委員が個人の意志

で参加している自主的な審議会です。この提言は、各委員が専門的な知識を踏まえた上で個人として

意見し、議論をした結果をまとめたものです。委員の所属もしくは関係する団体が同意したものでも、

団体の意見を踏襲させたものでもありません。また、提言内容について、議論の時間も十分でなく、

委員全員の完全な意見の一致に至ってない部分もあります。 
 
報告書中の長期的な温室効果ガス排出抑制目標や技術評価、物理的活動量の抑制などの数値は、低

炭素社会をより量的にイメージするための参考値であり、裏付けや根拠について科学的には不十分な

点もあります。それは、そもそも統計データがなかったり、科学的な不確実さが大きかったり、科学

的に評価されていないためです。それでも、若手審が数値を設定したのは、それが行動するための目

安として機能することを期待しているからです。したがって、報告書内の情報を他で引用する場合に

は、一定の前提に基づき算出した数値である点を十分に理解した上で、ご活用ください。 
 
未来についての記述は、科学的な将来予測ではなく、私たちの意志により選択できるものです。若

い世代から社会に向けて「こうやって低炭素社会を実現させよう！」と提案し、そのための行動を促

すために本報告書を作成しました。 
 
 
目次 
 
〔本文〕若い世代からの提言 
第１章 低炭素社会をつくる「心技体」………………………………………………… 1 
第２章 地球規模での低炭素社会への目標とロードマップ……………………………  6 
第３章 日本の役割と戦略………………………………………………………………… 13 
第４章 あなたができること……………………………………………………………… 33 
 
〔付録Ⅰ〕基礎理解編……………………………………（全 15ページ） 
〔付録Ⅱ〕低炭素社会の試算……………………………（全 5 ページ） 
〔付録Ⅲ〕国際枠組の選択肢……………………………（全 3ページ） 
 
 



Chapter 1                                                     低炭素社会に向けた「心・技・体」 

 
                                 1 

 
 
 
本審議会からのメッセージは、ずばり「心・技・体」です。低炭素社会は、「心」―低炭素社会に向

かう意思や価値観の転換、「技」―温室効果ガスを削減できる技術の開発、そして、「体」―社会を低

炭素にしていく社会の仕組みとインフラの 3つが揃うことで実現できるのです。 
地球温暖化を止めるために温室効果ガスの排出量を削減することと、より多くの人がより豊かに暮

らせる社会へ発展させていくこととは、相反するように思われがちです。それが国際レベルでも、日

本国内レベルでもあらゆる主体が同じ方向に向かっていかない原因だと考えられます。そのジレンマ

を突破する鍵が「心・技・体」の相乗効果です。「心・技・体」それぞれが一歩ずつ低炭素社会に向か

うことで、お互いにその歩みを強くし、より低炭素社会に向かっていけるようになります。 
そこで、本報告書では、目標とする排出量について考えをまとめ、その上で、安定した気候と豊か

な暮らしの両方を手に入れるため、低炭素社会をつくることができる「心・技・体」を提案します。 
 
世界全体の目標排出量 

2007 年に公表された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第四次報告書では、近年の地球の
温度上昇は、人為的な原因による温室効果ガスの排出増加が主たる要因であるとほぼ断定しました。

また、これらの温度上昇に伴って異常気象の増加や農業への影響など様々な問題が人間社会に降りか

かる可能性を指摘しています。現在、我々は生活のあらゆるシーンでエネルギーを消費し、それに伴

って温室効果ガスを排出しています。気候を安定化させるために温室効果ガスの排出を削減し、エネ

ルギーを多く消費する前提の下に成立している我々の社会を転換させることはそれほど易しいことで

はありません。 
そこで、今後私たちがどの程度の温室効果ガスを排出することができるのか、先ず、世界全体の目

標排出量について考えていきます。 
 
科学が示す究極目標 
私たちの社会が持続可能であるために、また、文明が存続し続けるために、人類が排出を許される

温室効果ガスの量とはいったいどの程度なのでしょうか？この問いに対して科学者たちの出した答え

は比較的シンプルで明快です。「自然が吸収できる量」以下に抑えることができればいいというのです。

現在、私たち人類は、自然が吸収できる量の倍以上の温室効果ガスを排出していると言われています。

できるだけ早く世界の温室効果ガスの排出量を自然の吸収量以下にすることが、今求められているの

です。 
 
求められる決断 
では、「いつまでに」このような大幅な削減しなければならないのでしょうか？残念ながらこの質問

に関しては、科学的に明確な答えがありません。それは、この質問の答えには人々の価値判断という

要素が多分に含まれるためです。温暖化が進めば進むほど、私たちが受ける悪影響も大きくなります

第1章 
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が、一方で温暖化の対策にはコストがかかります。この悪影響の程度と対策コストを定量的に評価す

ることは難しく、定量的に計算した場合も、どの程度のお金をかけてどの程度の影響を許容するかは、

私たちの価値判断にかかっていると言えます。科学者が示す地球温暖化の様々な「影響」と、それら

を緩和するための「対策コスト」、取り返しがつかない変化を引き起こす「リスク」、現世代と将来世

代の「公平性」、さらには科学そのものの「不確実性」など、様々な要素を総合的に判断して、排出量

を“いつまでに”抑制していくのか決断しなくてはならないところにきています。 
 
“2050年までに現状比半減”という目標 

安倍前総理が 2007年に発表した「Cool Earth 50」では、2050年までに世界全体で現状から温室効
果ガスの排出量を半減させることを世界共通の目標にすることを提案しています。この目標に対して

は、賛否両論があり、科学の不確実性や人々の価値判断を含めて今後も議論を続けていく必要があり

ます。私たち若手審の委員の間でも、この目標について完全に意見が一致したわけではありません。

しかし、程度の差こそあれ、現状から温室効果ガスを大幅に削減しなければならないことを明確にし

た点では方向性は間違っていないと考えています。さらに、今後 50年間には発展途上国の人口爆発と
経済急成長が予想されていることを考えると、いつまでも決断をせずに対策を怠っていては、後にな

って手の打ちようがなくなってしまうという大きなリスクをはらんでいます。その意味では、少なく

とも暫定的に 2050 年までに半減させるという野心的な目標を地球に住む全ての人の共通目標とする
ことは、意義があるように思えます。その上で、今後新たな知見が得られ、地球温暖化の影響が現在

の予想より大きかったり、小さかったりすれば、そのときに目標を見直せばいいのです。少なくとも

将来に生きる人々に選択肢を残す必要があります。以上のような観点から、本報告書では、現時点で

目指すべき目標として「2050年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を現状比で半分にする」こと
を前提に提案を構築することにしました。 
 
 ただし、この目標は非常に高い目標であり、生半可なものではないことを一言加えておきます。本

審議会にて、この目標を達成するための技術試算を行いましたが、2050年までに普及可能な技術を野
心的に導入しても不可能であり、工業製品の消費量や人の移動量、貨物輸送量、家庭や商業施設で利

用している光やお湯などのエネルギー量といった物理的活動量を抑制することも必要になります。地

球上のあらゆる主体が相当な覚悟を持つ必要性があります。 
 
低炭素社会に向けた「心・技・体」 

2050年までの間に大幅な削減を実現し、低炭素社会を実現するためには、社会そのものが大きく変
わらなければなりません。このような社会変革を起こすためには何が必要なのでしょうか？若手審で

は、低炭素社会を実現しようとする人々の強い意志（心）と、それを実現するための様々な技術（技）、

そして低炭素社会の実現に向かって努力する人々や技術を支えるための社会の仕組みやインフラ（体）

といった 3 つ、つまり「心・技・体」が必要だと考えています。これらは、どれかひとつがあれば低
炭素社会が実現できるというものではありません。これら 3 つの要素が有機的に組み合わされ、お互
いに相乗効果を持って進まない限り、低炭素社会という大きな目標を実現することはできないのです。 
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             図1-1 低炭素社会に向けた「心・技・体」 
 
心：低炭素に向かおうとする意志が社会を変える 
低炭素社会を実現するために不可欠なもののひとつは、今までの社会構造から脱し、低炭素社会と

いうまだ見ぬ新しい社会をつくり出そうとする人々の意志です。ここでいう「人々」とは、政治家、

企業、メディア、学生、主婦、農家・・・などさまざまな立場の人であり、それぞれの人がそれぞれ

の立場でできることを考え、行動していくことが必要です。これはとても大変なことのように思われ

ますが、実際は心構えを少し変えるだけでできることもたくさんあります。低炭素技術を開発する企

業や低炭素社会を目指す政治家を応援する、商品を選ぶ際に環境負荷についても考えて選択する、移

動する際はできるだけ徒歩や自転車、公共交通機関を活用する、食事はできるだけ旬のものや産地が

近い食材を選んで食べるなど、今からできることも数多くあります。今すぐ全ての価値基準を低炭素

のみに合わせる必要はなく、低炭素社会に移行することの重要性を意識しつつ、できることから少し

ずつ変えていけば、積もりつもって社会変化の大きな力となるのです。 
 
技：不可能を可能にするための有効な道具 
私たちが目指す低炭素社会は、人々の活動が極端に制限されるような社会ではありません。一定の

利便性や快適性を維持しつつ、人々が安心して暮らせる楽しい低炭素社会を実現するためには、やは

り「技術」の存在は欠かすことができません。これまでも技術は様々な不可能を可能にしてきました。

大切なのは、これまでの文明や技術を否定して全てを捨て去ることではなく、技術開発の方向性を低

炭素社会の実現という目標に向けることなのです。エネルギーを効率的に使う省エネルギー技術、CO2

を排出しない太陽や風力など自然のエネルギーを有効に使う再生可能エネルギー技術、今まで捨てら

れていたエネルギーを使う未利用エネルギー技術、人々のライフスタイルを低炭素化に導く「見える

化」技術などなど、低炭素社会を実現させるための技術はたくさんあります。 
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体：人や企業の努力に応える仕組みとインフラの整備 
現在の社会では、省エネ製品を購入したり、外出する際に車ではなく電車で移動したり、CO2 を減

らすような努力をしても、あまり得をしません。それどころか、低炭素型の製品は一般的な製品より

も比較的高価な場合が多いため、余計にお金を支払っているケースの方が多いかもしれません。企業

にとっても同じです。低炭素に向けた努力はイメージアップや社会的責任の域を出ておらず、追加的

に投資をしなくてはならないため大きな負担となっているケースが多いのです。これでは一生懸命努

力をしている人が報われず、一方で CO2を排出している人や企業の方が経済的に得をしてしまう可能

性すら出てきます。低炭素社会を実現するためには、低炭素社会に貢献した人や企業が得をする仕組

み、誰もが温室効果ガスの排出を減らしたくなるような社会制度が必要不可欠なのです。 
また、社会インフラも変えていかなくてはなりません。いくら公共交通機関を利用したくても、自

宅や目的地の近くに駅がなければ自動車を使わざるを得ない地域もあるでしょう。オフィスや住宅地、

商店街などの配置も含めて街のデザインを工夫し、徒歩や自転車が安心して通行できる都市を作れば、

移動距離を短縮したり、自動車から徒歩や自転車、あるいは公共交通機関へのシフトを後押ししたり

することができるはずです。また、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー技術を支える系

統インフラ、産業や発電所などであまった熱を他の施設で利用するための熱供給インフラなどのエネ

ルギーインフラも低炭素社会を実現するためにはなくてはならないインフラ設備です。低炭素社会を

支える「体」なくしては、健全な「心」と「技」も宿らないといえるでしょう。 
 
「心・技・体」の相乗効果 
一般の人々にとっては、「心」の部分はなんとか変えることができても、新しい技術を開発したり、

制度やインフラをつくることは困難かもしれません。また、企業にとっては技術開発を頑張っても、

それを支援してくれる「体」や人々の「心」がないと、経営が成り立たなくなってしまいます。一方

で、制度を導入する立場にある国は、制度の導入に対して反対が強いため導入できないと主張してい

ます。このように、これまでの「心・技・体」は、それぞれがそれぞれを言い訳にする関係にあった

と言えます。 
しかし、これらを裏返せば、「心・技・体」は相乗効果を持つといえるのです。例えば、人々の意識、

つまり「心」が変わり、低炭素社会を実現することの重要性が本当に浸透すれば、「技」や「体」をよ

い方向に転換することができます。具体的には、消費者が低炭素型を好んで選ぶようになれば、企業

にとっては低炭素技術開発に力を入れやすくなり、「技」が発展・普及しやすくなるでしょう。また、

このような企業には金融機関からの投資も増えるでしょうから、技術開発はさらに促進されるかもし

れません。また、低炭素政策を打ち出す政治家や企業経営者を支持する人が増えれば、社会の仕組み

「体」の導入も進むことになるでしょう。 
また、様々な低炭素技術「技」が開発され、それらが競争力を持つようになると、人々や企業にと

って低炭素技術を選択しやすくなります。さらに、製品の製造時・使用時・廃棄時の CO2排出量が一

目でわかる「見える化」技術が普及するようになると、努力の成果がはっきりとわかるようになるた

め、人々の「心」をもっと後押しすることができるかもしれません。また、CO2 排出の責任の所在が
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明確になるため、みんなが納得する透明性ある制度

「体」の導入もしやすくなるでしょう。 
そして、低炭素社会に向けた努力を行う人が報わ

れる（得をする）ような、新しい社会の仕組みやイ

ンフラ「体」が整備されると、排出量削減がそのま

ま人々や企業の利益につながったり、利便性の向上

につながったりするため、「技」や「心」の後押しに

なることは言うまでもありません。 
このように、「心・技・体」は三位一体であり、こ

れらの相乗効果を巧みに利用し、「心・技・体」の全

てを進めていくことができれば、低炭素社会の実現が可能になります。そのための第一歩は、一人ひ

とりが自分にできる「心・技・体」を意識して、行動することなのです。 
 
☆若手審の提言 
「心技体」で低炭素社会を実現させるための提言を第 2章～第 4章にまとめています。 
第 2章では、「心・技・体」が目指すべき低炭素社会ビジョンについて提案します。その中で、低炭
素社会に必要な技術等の目安を知るために技術や物理的活動量などの評価をし、2050年の温室効果ガ
ス排出量を試算しています。また、1人当たり消費ベース排出の機会が平等になる社会を構築するため
に将来的な国際枠組についても提言しています。 
第 3 章では、世界が低炭素社会を目指す上での日本の役割と日本のニーズから、日本が採るべき戦
略と政策を提言します。特に日本は、どの国よりもコマメに省エネするという「心」とエネルギー利

用効率の高い「技」を持っていますが、「体」である低炭素化を促進する社会制度がありません。低炭

素社会を実現するために、日本に必要な政策について考えていきます。 
第 4 章では、生活者、企業経営者、政策立案者がそれぞれの立場で低炭素社会へ向かう「心」を持
ち行動することで、「技」も「体」も強め、低炭素社会を実現させるために、その主体ごとに行動でき

ることを提案します。 
 
 
＜以上、第 1章＞ 

図1-2 「心・技・体」の相乗効果の概念 
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「心」と「技」と「体」の全てが低炭素社会を目指さなければ、低炭素社会は実現しません。逆に

その３つ全てが、少しでも低炭素社会を目指していけば、それらの相乗効果によって、低炭素社会へ

大きく前進します。そこで、第２章では、「心・技・体」が目指していく低炭素社会のビジョンとロー

ドマップを提言します。 
 
低炭素社会のビジョン 

 私たちは、低炭素社会のあるべき状態を“1人当たりの消費ベース排出の機会が平等な社会”と考え
ています。「消費ベース」とは、電力や工業製品などのサービスを最終的に利用する人が、そのサービ

スをつくり出す際に排出された CO2など温室効果ガスを排出したものとする考え方です。つまり、世

界中全ての人に、消費したモノやエネルギーに応じて、温室効果ガスを排出する機会（権利）が平等

にあるということです。実際には、生活様式の違いなどで実際の排出量は人によって異なります。そ

のため、より多く排出する人がより多くの社会コストを負担し、少なく排出する人が得をするような

社会の仕組みが必要です。 
 
BOX 2-1 消費ベース排出量の考え方 

 消費ベース排出量とは、製品や電力などをつくる際に排出

される温室効果ガスを、その製品や電力を消費する人が排出

したものと考えることです。 
 例えば、自動車を利用する人は、その場で排気ガスとして

CO2を排出しており、自動車の利用者と排出者は同じになり

ます。一方、自動車やその原料となる鉄鋼を製造する際に発

生した CO2は、利用者ではなく、製造者が排出しています。

製造者は、消費者のために製造しているとも言えるので、こ

の排出を利用者側に転嫁し、利用者が排出したとみなしま

す。これが消費ベース排出量の考え方です。 
 消費者には、製品を選ぶことができるので、自分の排出量

を減らしたいと考え、より製造時の排出量が少ない製品を選んで、購入するようになれば、それに

よって製造者も製品当たりの排出量を減らそうと努力をするようになります。電力も例えば、グリ

ーン電力を選んで購入できるようになれば、消費者の意思で再生可能エネルギーの供給量が増えて

いくことも可能です。 
国家間の場合、例えば、鉄鋼の生産が多く、海外にも大量に輸出している国では、海外で消費さ

れている製品を製造して排出している分を消費国に算入させることが考えられます。ただし、食糧

やサービス商品などの排出量の算定は難しく、全ての商品について消費者の排出として算定できる

ものではありません。消費ベース排出量とは、あくまでも製造時の排出に関しても、消費者に責任

があるという 1つの考え方です。 

第２章 

低炭素社会のビジョンとロードマップ 
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 次に、世界全体の目標について考えます。本審議会では、現時点での低炭素社会の方向性として「世

界の排出量を 2050年までに現状より半分にする」ことを支持すると既に述べました。具体的には、2004
年の世界の温室効果ガス排出量が 49GtCO2-eq であり、「美しい星 50」が発表された 2007 年には、
50GtCO2-eqを超えていると考えられますので、50GtCO2-eqの半分である 25GtCO2-eqを 2050年に
おける世界全体の目標排出量と仮定します。そして、世界全ての人の消費ベース排出機会が平等であ

るという原則から、2050 年での世界人口を 92 億人（国連人口部中位推移）とすると 1 人 1 年間に
2.7tCO2-eq/年、78億人（同低位推移）とすると 3.2tCO2-eq/年の温室効果ガスが排出できることにな
ります。 
 
〔本審議会が考える低炭素社会〕 
・低炭素社会では、消費ベースで 1人当たりの排出の機会が平等にある。 
・より多く排出する人がより多くの社会コストを負担し、少なく排出した人が得をすることで、実際

の排出量と権利の差を是正する仕組みが必要。 
・2050年での世界人口を 92億人（国連人口部中位推移）とすると、2.7tCO2-eq/年。78億人（同低位
推移）とすると、3.2tCO2-eq/年。 

 
低炭素社会の試算 
私たちが今後つくり上げていく低炭素社会の姿を、今後普及すると考えられる技術、まち･住宅･移

動のあり方などを考え、定量的に試算してみました（付録Ⅱ）。もちろん、この試算は、将来を予測し

たものではなく、あくまでも、どのようにすれば世界全体の温室効果ガス排出量を半分にさせた低炭

素社会が実現できるかという目安です。 
 
2050年、世界中の人が現在の日本人と同じ暮らしだったら… 

 2050年、私たちがどのような暮らしをしているのか想像は難しいものです。40年前には、現在のよ
うに携帯電話を使ってどこでも誰とでも世界中と会話をし、インターネットを使って世界中の情報を

手に入れることができるようになるとは想像もできなかったのと同じように、私たちも 40年後の社会
を想像できません。つまり、2050年の排出量を試算するために、何らかの社会の状況を仮定する必要
があります。そこで、私たちが暮らしの中で享受しているサービス量を物理的な数値として示した“物

理的活動量”を利用しました。物理的活動量とは、具体的に工業製品消費量、移動量（人 km）、貨物
輸送量（トン km）、家庭や商業施設での光やお湯や空調の熱量（有効エネルギー利用量）としていま
す（詳しくは付録Ⅱ）。そして、試算の中では世界が発展した結果、2050 年には、世界平均の 1 人当
たり物理的活動量が現在の日本平均の 1 人当たり物理的活動量になることをベースラインとして仮定
しました。 
温室効果ガスの排出量は、物理的活動量に CO2排出原単位（物理的活動量当たりの CO2排出量）を

かけることで求めます。ただし、世界全体での物理的活動量に関する統計がなく、現在の世界全体で

の CO2排出原単位が求められないため、現在の日本の CO2排出原単位で計算しました。つまり、ベー

スラインで日本の技術が普及しているということが前提になっています。また、エネルギー起源 CO2
の排出ではない農業、森林等の土地利用変化、廃棄物の 3 部門においては、IPCC 第 4 次評価報告書
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（AR4）のベースラインを参考にして、それぞれの部門における総排出量を仮定しています。 
こうして、2050年に世界中の人が現在の日本人と同じ暮らしだった場合の温室効果ガス排出量を計
算した結果、97GtCO2-eqとなりました。これは、現在の全世界の排出量の約 2倍となります。 
 
技術の評価 
技術の発展によって、CO2 排出原単位を削減することができます。それは、物理的活動量当たりの

CO2 排出量を削減したり、その導入コストを下げたり、利用しやすくする技術の開発のことです。こ

の点においては、「心・技・体」の「技」が主な役割を担いますが、それだけではなく、低炭素技術を

普及させるための社会の仕組みやインフラ整備の「体」、ならびに、多少コストが高くても、多少生活

様式が変える必要があるとしてもそれを受け入れていく「心」も社会全体の CO2排出原単位の削減に

は必要です。 
普及する見込みの低炭素技術に関しては、表 2-1のように評価しました。この CO2排出原単位に基

づいて計算した結果、世界の温室効果ガスの排出量は、38GtCO2-eqとなりました。それでも、目標排
出量である 25GtCO2-eqには届きません。なお、農業、森林、廃棄物の 3部門においては、IPCC AR4
の限界コスト 100US$/tCO2における削減余地を参考に、それぞれの部門における総排出量を仮定して

います。 

 
物理的活動量の抑制 

 普及可能な技術によってだけでは目標排出量に達しないので、さらなる温室効果ガス排出の抑制の

ために“革新的技術の開発”か“物理的活動量の抑制”が考えられます。ここで、本審議会では、“物

理的活動量の抑制”を選択し、試算を行いました。もちろん、革新的技術の開発は、必要ではありま

すが、それに頼ることはリスクが大きいと判断しました。現在において将来の導入見込みの低い技術

を見込んでおいて実用化できなかった場合、排出量の削減が進まないだけでなく、他の対策が手遅れ

になったり、無理やり実用化させた場合の社会的リスクが高かったりといった理由があるからです。

実用化された場合には、より物質的にもエネルギー的にも豊かに暮らせるようになるので、それは特

典と考えれば良いのです。 

表2-1 低炭素技術の評価 
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物理的活動量を抑制しながらも、豊かな暮らしを求めることは可能です。例えば、製品の寿命を 2
倍にしたり、製品に必要な素材の量を半分にできるよう設計したりすることで、工業製品の消費量を

半分にすることができます。また、在宅勤務やテレビ電話会議によって移動する量も減らせられます

し、地産地消で貨物の輸送距離を短くすることもできます。家庭や商業施設では、照明、空調、給湯

などの無駄を省くために、コマメに節約することを習慣化させたり、節水シャワーヘッドを利用した

りすることができます。さらには、古いほどに味がでる靴やかばん、季節を感じる地産地消の食材、

暑いから美味しいビールなど、新しい喜びをもつくり出すことができます。 

物理的活動量の抑制については、価値観の転換といった「心」が主な役割を担います。その一方で、

そうした価値観を促進できるように経済的にもお得になる社会の仕組みや、快適性を保ちながら冷暖

房負荷を下げる技術や温室効果ガスの排出量を見えるような技術といった「体」と「技」を導入する

ことで、さらなる相乗効果で物理的活動量の抑制をすることが可能になります。 

 それぞれの物理的活動量を、喜びを増やしながらも抑制できるレベルとして、表 2-2 のように評価
しました。そして、この物理的活動量の抑制を行った場合の世界全体での排出量は、25GtCO2-eqとな
り、現状費の半分が達成できることが分かりました（図 2-1）。 
 

表2-2 物理的活動量の抑制の評価 

 
図2-1 低炭素社会の試算結果 
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BOX 2-2 物理的活動量の抑制と「足るを知る」 

 本審議会では、物理的活動量を抑制する必要性を提言しています。「物理的活動量を抑制しなけれ

ばいけない」と聞くと、「不便な生活を強いられるのでは」と思い、抵抗感があるかもしれません。

しかし、私たちは、物理的活動量がほしいわけではありません。自動車に求めていることは、鉄鋼

ではなく、移動の手段です。シャワーに求めているのは、大量のお湯ではなく、からだをしっかり

と洗いたいというニーズです。生活者のニーズと物理的活動量を分けて考えることで、より少ない

物理的活動量でより高いニーズを満たし、喜びを得ることができる工夫の余地があると気付きます。 
さて、私たち日本人の物理的活動量はどれくらいなのでしょうか。移動については、年間で 1人
年間 12,000km、東海道五十三次を 12往復する距離に相当します。また、貨物輸送は、1人当たり
1トンの荷物を年間約 12,000km運んでおり、20kgの宅配便を東京から福岡まで 550回送ることに
相当します。工業製品については、例えば、消費されている素材重量で見ると、1 人当たり鉄鋼
354kg、セメント 465kg、プラスチック 82kg を毎年消費しています。そして、家庭や商業施設で
は、バスタブ 6,200杯分のお湯を使い、照明の明るさは 32Wの蛍光灯６本を毎晩 12時間点けっ放
しにするだけの光を使い、それ以外にも室内を快適な温度にしたり、食品を冷やしたり、映像を観

たりしています。私たちの生活はこれだけの物理的活動量に支えられているのです。 
そもそも、現在の日本の物理的活動量は過剰であり、私たちが安心して、心豊かに暮らす上でこ

れほどの物理的活動量は必要ないのかもしれません。私たち日本人にとっては、生活様式を見直し

て、物理的活動量が少なくも、より大きい喜びが得られる生活を志向する必要があります。足るを

知る―この価値観も低炭素社会に求められている「心」の転換ではないでしょうか。 
 

低炭素社会の具体像 
 2050年半減の低炭素社会の試算で示したような技術が普及し、物理的活動量を抑制した社会はどの
ような社会になるのか、まち、移動と輸送、建物の観点から列挙してみました。 
 
まち 
（大中都市） 
・集合住宅が多く、勤務地と近い。 
・地下鉄、電車、LRT（次世代型路面電車システム）＋徒歩でどこでも行ける。 
・道路は、歩行者＋自転車＋LRTが中心の設計に。 
 
（小都市） 
・コンパクトシティ、買い物、遊び、通院は中心部で。 
・中心部は集合住宅、郊外は一軒家。 
・中心部はバス･LRT、郊外は自転車･二輪車･パーソナルモビリティが中心の道路設計。 
 
（農山漁村） 
・移動は、パーソナルモビリティが中心。 
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・小型メタン発酵装置からメタンガスを得て、ガスコンロで調理する家も多い。 
・太陽光電池、風力発電、小水力発電が多く設置されている。 
 
移動と輸送 
・徒歩や自転車など人力移動が快適になる（都市設計や移動体の工夫で）。 
・電気自動車が普及。電子式電量メータと連動で低需要時に充電。 
・ガソリン、軽油、バイオマス系燃料の利用は、中距離運輸、農機、建機に限られる。 
 
（通勤･通学） 
・都市部では、徒歩、自転車、LRT、バス。 
・郊外では、自転車、バス、電動スクーター、パーソナルモビリティ。 
・在宅勤務が普及し、平日のうち 1～4日は通勤しなくてもすむ。 
 
（その他移動） 
・出張は、テレビ電話会儀が普及し、出張自体が減る。 
・旅行は、電車旅、船旅、レンタカーで楽しめる。 
 
（荷運び） 
・都市部のオフィスや家庭への郵便や宅配便には、人力集配車が活躍。 
・モノが減るので、輸送自体が大幅に減る。 
 
建物 
・建造物は、耐震設計かつ古くなるほど味のある外観で長寿命（100年以上）。 
・外断熱や複層／真空ガラスによって、次世代省エネ基準を超える高断熱が標準に。 
・自然採光が普及。特に平屋～低層の建物では、自然採光が当たり前に。 
・照明は、LEDや有機 ELが標準に。 
・電子式電力メータの普及で、電力不足時に利用量を制限される契約も登場。 
・広さ＆明るさ＆室温は、足るを知る程度が当たり前に。 
 
（集合住宅・オフィス･商業施設） 
・BEMSやセンサーによって、人のいる場所だけ効率的に快適にする。 
・下水熱利用など未利用エネルギー利用が普及。 
・夏や冬は出入り口の扉を閉めるのが当たり前に。 
 
（一軒家） 
・日本などでは長寿命木造住宅が主流に。 
・太陽熱を優先利用する給湯＆暖房システムが標準。 
・北国の農山地では、暖房＆給湯に木質ペレットなどバイオマス利用が普及。 
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低炭素社会を実現させるコスト 
 試算からも分かるように、2050年に世界全体の温室効果ガス排出量を現在比で半分に抑制すること
は可能ですが、技術も現在実用化されている最高レベルのものを超える技術を普及させる必要があり、

物理的活動量も現在の日本人の生活レベルを落とさないギリギリのレベルとなっています。これだけ

の社会インフラの変更には、莫大なコストがかかると考えられます。 
本審議会が行った試算では、コスト評価はできませんでしたが、地球環境産業技術研究機構（RITE）
の研究例や IPCC による取りまとめによると（付録Ⅰ）、1 トンの CO2 削減当たり限界費用 30～
300US$というコストがかかります。これだけ幅があるのは、モデルの違いや社会条件の違いがあるか
らです。また、この低炭素社会実現のための追加的コストを低炭素化しなかった場合の被害コストと

比較することが必要ですが、被害コストに関しては、その被害の程度や命の重さなどのリスクを金額

的に定量化することは不可能です。 
 あらためてコストについて考えると、コストと言っても様々なコストがあります。例えば、長期エ

ネルギー需給見通し（案）に基づく試算「2020 年の姿とコスト」では、企業と国民全体での負担 52
兆円になるとしていますが、これは直接投入額であり、買い替え等でかかる費用も含まれていますし、

光熱費削減で得する分の勘定もなく、正味で余計に払うコストではありません。また、これだけの金

額が「低炭素化」に関連して動くと考えれば、ビジネスチャンスであり、低炭素な製品やサービスを

提供できる企業は、競争に勝っていくことができるとも言うこともできます。「社会負担」と言うとネ

ガティブですが、「ビジネスチャンス」と言えば、ポジティブな印象を与えることもできます。 
温暖化対策において、「コスト」という場合は、ある状態から追加的に何かを行った場合に追加的に

かかるコストを言うことが一般的です（「追加的コスト」と言う）。ただし、このコストも一義的に算

出されるものではありません。どういう状態を追加的対策のないケース（BaU：Business as Usual「追
加的な対策を採らず従来どおりの対策をした場合の状況」）とするか、どのモデルを使うのか、割引率

など経済条件をどう仮定するのかによって、結果は大きく異なります。つまり、BaU や条件の設定な
どで、結果に大きな差が生じますので、一概に結果だけを見て、コストがかかる、かからないという

議論はできません。 
当然、追加コストは小さいほどいいのですが、追加コストがゼロ、つまり、完全に市場に任せた社

会では、気候変動や石油枯渇などを安全な範囲で回避できないことも事実です。市場の判断能力（投

資家や消費者の選択）は、そうした不確実で長期的なリスクを十分に反映できませんし、現在の市場

システムでは長期的意思決定が働き難くなっています。 
 そして、低炭素社会をつくるためのコストは、温暖化対策としてだけではなく、エネルギー資源の

効率的な利用などの他の便益もあります。また、世界全体でのコストで考える場合、人類全体として

気候変動や化石燃料資源枯渇のリスクを回避できるという共通の利益になるので、そのコスト負担さ

え公平であれば、関係者間の争いもなく、対策を導入することが可能となるでしょう。つまり、コス

トがかかることよりも、誰がどう負担するかの方が問題なのです。 
このように、低炭素社会をつくるためのコストは、気候安定化以外にも多くある様々な便益や影響

も総合的に含めて、評価していくことが必要です。本審議会では、できる限り多様な側面も考慮した

上で、これだけの社会変化をつくるコストを支払ってでも、低炭素社会を目指したいという結論に至

りました。 
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低炭素社会へのロードマップ～国際枠組について～ 
 これまでに描いてきた低炭素社会を実現させるためには、行動を具体的に記したロードマップが必

要です。“CO2排出原単位の削減”と“物理的活動量の抑制”の方法は、試算の中で示したとおりです

が、あらゆる主体がそれを実行するためには、社会的な動機付けが必要となってきます。 
そこで、将来にわたって、世界全体での温室効果ガスの排出量を現状比で半分に抑制しながら、1人
当たり消費ベース排出の機会を平等にしていくための国際枠組について、長期ならびに京都議定書第 1
約束期間後の短・中期的に実現可能な枠組を本審議会から提案します。 
 
国際枠組に関する提言 
 以下のような国際枠組を提言します。 
 
2050年時点での枠組（図 2-2参照） 
・世界全体での排出量を合意します。 

・1人当たり排出の機会が平等になるように、人口に比例した国別割当をします。 

・炭素集約度の高い素材製品や電力などの輸出入に伴って、排出量を移転できるようにします。 

・国家ならびに企業の間での排出量取引をします。 
 2050年には、世界各国で合意された世界全体の排出量を人口に比例させて各国に割当します。そし
て、実際の排出量との差で国家間の排出量取引を行うことで、多く排出する国がコスト負担し、排出

の機会を均等とします。この人口比例した割当と排出量取引によって、世界全体での排出量を抑制し、

1人当たり消費ベース排出の機会を均等にできます。 
国家間での実際の消費ベース排出量の差は、排出量取引によって調整されますが、排出量購入のた

めに小排出国へ支払われた資金は、その国の一部の人たちの収入となってしまわないよう、持続可能

図2-2 （提案）将来の国際枠組 
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な開発のために使うという制限を設けます。 
また、炭素集約度の高い鉄鋼、セメント、アルミなど素材産業と電力については、製品価格に対す

る二酸化炭素排出量が多く、地域規模での排出量取引制度が導入されていく場合、そうした産業が排

出量目標のない国へ移ってしまうだけで、地球全体での削減にはならない可能性があります。また、

そうして炭素集約産業が集まった国は、いつまでたっても排出量目標を持たなくなることも懸念され

ます。そこで、素材製品や電力の輸出入に伴う排出量の移転を行うことで、実際の排出国と消費国の

ギャップを是正します。 
家電や食料などの生産による排出量は、製品当たりの排出量の計算が難しく、製品価格に対する排

出量も少ないので、排出された国に算入した上で、その国で足りない排出権は、排出量の少ない国か

ら購入するようにします。この場合、その排出権購入資金は、国家が生産企業に炭素市場からの排出

権購入を義務付けることで、炭素コストが製品に価格転嫁されることが考えられます。それによって、

結果として、製品の消費国がコスト負担をすることになります。 
 
2013年～2050年の枠組（京都議定書第 1約束期間後の枠組から 2050年にかけての枠組） 
・次の枠組では、先進国は、2050年2.7tCO2/人に向けた排出量経路の約束し合います。次々枠組で

の2050年の目標排出量は、そのときの人口推移から再設定されます。 

・途上国には、先進国平均の排出経路を超えないレベルで増加可能な排出経路を設定します。 

・次の枠組でも京都メカニズムを継続させます。 

・素材産業や電力における技術移転は、セクター別アプローチによる貢献分が先進国の削減として

算入できる仕組みも導入します。 

・先進国は、技術移転のため、積極的に途上国に資金提供や知的財産権保護の制度整備を行い、途

上国は、その導入を前提とした排出経路を約束します。 

・炭素集約度の高い素材産業や電力の輸出入に伴う排出量移転算出方法を整備します。 
 現在の京都議定書の枠組から 2050年に1人当たり消費ベース排出量の機会を平等とできる枠組へ移
行できるようロードマップが必要です。まずは、現在の京都議定書における先進国の排出削減約束か

ら権利排出量を計算すると約 10tCO2/人となり、2050年までに排出量半分を実現させるためには、こ

れを 2050年までに 2.7tCO2/人（世界人口 92億人の場合）まで抑制する必要があります。途上国の積
極的な参加も巻き込むためには、例えば、先進国各国は、直線的な排出経路に基づく原則的な割当と

いうくらいの野心的で、分かりやすい合意が必要と考えます。なお、途上国の排出量経路は、先進国

平均の排出量経路を越えないレベルでの増加が認められても良いこととします。先進国は、実態以上

の目標を持ちながら、途上国へは実態を加味した目標を持ってもらうことで、“共通だか差異ある責任”

に基づいた約束を目指すことを提言します。 

 途上国の低炭素化においては、技術移転が大きな役割を果たします。先進国政府は、企業の知的財

産権を守りながらも、途上国が技術を導入できるよう、CDM、セクター別技術移転アプローチ、技術
移転資金など多様な手段を用いて技術移転していくことが必要であり、それが国際枠組のなかで先進

国の一定の削減分として認められることが必要です。そのことによって、実際の排出量が直線的に引

かれた排出権経路より多くなっても、約束排出量を遵守でき、国際枠組が機能するようになるからで

す。 
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 また、2050年から炭素集約度の高い産業の製品輸出入に伴う排出量移転算出ができるよう、計算方
法などの整備が必要になります。その際は、セクター別の技術移転アプローチの中でその整備が可能

だと考えています。 
 
世界全体での目標排出量 
世界全体が低炭素社会へ向かうために、先ずは同じ目標を持つことが必要です。現時点での方向性

として「2050年までに世界の温室効果ガス排出量を現状比で半分にする」を前提に議論を行いました。
次の枠組において、世界全体で現状比半分レベルの排出量を目標として合意されることが必要だと考

えています。この合意のためには、同時に割当方法とそれまでの排出量経路について、さらには実現

のための技術移転などの方法についても決めておく必要性があります。 
 
割当方法 
国際社会で合意したことについて、最終的に責任を取れるのは、国家しかありません。したがって、

国家が責任持って約束できる国別キャップを基本的な枠組とします。本審議会では、「1 人当たりの消
費ベース排出の機会が均等」であることが低炭素社会としてあるべき姿としています。その原則に基

づき、将来的には国別に人口に比例した排出権が割り当てられることを提案します。実際の排出量が

排出権に対して過不足があれば、それで排出量取引が行われるようにすることで、機会の均等を図り

ます。 
その一方、素材製品や電力などは、炭素集約度が大きく、消費している国とその生産時に温室効果

ガスを排出している国が違い、その全量を排出量取引した場合に、市場取引コストが膨大になってし

まいます。そこで、素材製造や発電による排出量を消費ベース排出量として算入できるような仕組み

として、炭素集約度の高い鉄鋼、アルミ、セメント、化学製品、製紙・パルプなどの素材産業、なら

びに電力において、製品ごとに重量当たりの排出原単位を計算し、製品の輸出入の際に国の持つ排出

量を移転するシステムを将来的に導入することを提言します。このことで、消費国において需要側抑

制を考えたインフラなどの社会整備が進められます。また、消費国は、より CO2排出原単位の小さい

製品を選ぶようになりますので、生産者にも CO2排出原単位を下げようとする動機付けになります。 
 
排出量経路 
 温室効果ガスを大量に排出している先進国、排出量の増加

が著しい新興国、ほとんど排出していない最貧国など、各国

の事情が大きく異なり、2013 年から直ぐに、人口による均
等割当の合意はできないでしょう。そこで、世界全体が 2050
年における人口比例割当の実施を合意した上で、各国毎に

2050年の 1人当たり排出量を目指し、各国の事情に合わせ
て排出量経路を設定することを提案します。そして、各国の

事情を反映させた各国毎の排出量経路の合計が世界全体で

の排出量経路となります。 
各国毎に、現状の 1 人当たり排出量から 2050 年に 2.7tCO2/人になるよう排出経路を描き、これを

図2-3 各国毎の排出量経路 
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各国の排出権とすることを提案します。なお、2050年の予想人口が変更されれば、そのあとの枠組に
おいて 2050 年の目標排出量を修正していくようにします。先進国は、例えば 2.7tCO2/人に向かって
直線的な排出経路というくらいの野心的な目標が求められます。途上国においては、先進国平均の排

出経路を越えないよう、排出量を増やすことも可能としますが、その増え幅も先進国が支援すること

でなるべく小さくできるように、先進国と途上国間で交渉し、決められるようにします。 
大幅な削減までに期間が必要な先進国においては、実際の経路より最初のうちは低い割当にしてお

いて（詳しくは、第 3章の日本の場合で説明します）、この初期の過剰排出分は、途上国への CDM事
業によって埋め合わせることで、世界全体での排出量の削減を目指しますことも可能です。そうした

先進国の途上国での削減も含んだ形で排出量目標を持つことも、途上国へ本気度を示す良い方法だと

考えられます。 
また、2050年までの排出量取引については、排出権より実際の排出量が過不足で排出量取引をしま
すが、実際の排出量が 2.7tCO2/人以下の場合、実際の排出量が排出権を上回っても他国から排出量を
購入する必要はないものとします。 
 このように、途上国各国の事情に合わせた増加できる排出量を認め、先進国が積極的に低炭素型の

開発を支援することで、排出量設定に参加しやすくします。また、1人当たり排出量がある一定以上で
あれば、排出量経路を設定することを原則とすることも必要だと思われます。 
 
技術移転 

2050年に現状比半分程度まで温室効果ガス排出量を削減するためには、途上国に低炭素技術をいち
早く導入し、直接的に低炭素社会へ発展できるよう技術移転が必要です。先ずは、先進国が途上国も

目指したくなるような低炭素社会ビジョンを持ち、低炭素社会づくりをはじめて、その上で、途上国

へ技術やノウハウを提供していくことが必要です。 
途上国にとっては、技術を導入するための資金がないかもしれませんが、京都議定書で定められた

CDM（クリーン開発メカニズム）やクールアース･パトーナーシップなどの資金メカニズムといった
手法によって、先進国の資金が投入されることは、今後も活発に進められていく必要があります。ま

た、セクター別に途上国技術移転していくような取組も認められるべきです。特に、本審議会は、素

材産業における製品輸出入に伴う排出量移転を提案しており、その制度の実現のためには、国際鉄鋼

連盟のような国を超えた業界による技術移転が有効であると考えます。とにかく、途上国と先進国の

間で技術移転が進まないことを相手の所為にし合うのではなく、相手国の事情と多様なスキームを認

めながら、一刻も早い技術移転を進めていくべきです。また、技術移転で問題となっている知的財産

権については、保有企業の利益は守られつつも、途上国へ速やかに普及させるためには、先進国が、

特許使用料の負担をしたり、途上国の知的財産権保護制度の整備をしたりすることなど、先進国の積

極的な取組が必要です（詳しくは第 3章で日本の施策として紹介します）。 
一方で、先進国側でも経済移行国や米国などエネルギー効率の低い国があり、その国々への技術移

転も必要です。こうした国では、自国の資金と技術保有国からの積極的な協力で技術移転が進められ

るべきだと考えます。 
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域内排出量取引制度の世界市場化 
産業部門での排出者である企業は、その製品の消費と生産の

地域が異なること、国際競争していることから地域によって排

出量削減インセンティブが異なると、競争をゆがめたり、炭素

リーケッジが起きたりします。そこで、できるだけ早く世界共

通の排出抑制インセンティブがかけられることが必要です。 
本審議会では、製品価格に対する炭素集約度が比較的大きく

ない産業に対して、世界市場化した排出量取引制度によって、

コストを最小化しながら、排出量を抑制して、消費ベース排出

量としてのコスト負担を消費者に求めることのできる手段とし

て提案します。 
域内排出量取引制度は、EUでスタートしていますが、今後、
オーストラリアや米国でも導入される可能性が高く、地域毎に

一定規模以上の排出事業者へのキャップ＆トレード制度が立ち

上がっていきます。そして、それらがリンクしていき、より優

れた制度が広がって、最終的には世界共通の規格になっていく

ことで、2050年までに公平かつ効率的で効果のある制度が実
現されると期待しています。 
 
 
BOX 2-3 温暖化対策のもうひとつの柱“適応” 

温暖化対策には、温室効果ガスの排出抑制のほかに、“適応”があります。適応とは、既に起こり

つつある、または今後起こり得る温暖化による影響に対応してとられる各種調整策を意味します。

具体的には、洪水対策としての堤防設置や農業の作付け時期の調整など、様々な対策があります。

適応策の特徴として、施策の効果が及ぶのは対象となった分野・地域に限定されます（他方、排出

抑制策は地球全体の便益となります）。 
今後、排出抑制を最大限行ったとしても、温暖化の影響の発現は避けられません。さらに、その

影響は適応能力の小さい途上国で早い時期に顕在化することが予想されており、途上国の適応能力

の向上が緊急課題であります。適応策の多くは、単に温暖化影響に対する脆弱性を補強するのみな

らず、持続可能な開発にも寄与しますので、自然災害等に脆弱な地域・セクターに対して優先的に

手当てしていくことが必要です。 
適応策に関する国際社会の課題として、資金メカニズムの確立（資金源確保、資金配分基準の策

定など）、情報交換・経験共有のさらなる促進、地域差異への配慮（気候や文化・社会）が挙げられ

ています。本審議会は、これらの課題を、先進国がこれまでの開発支援と合わせた総合的な設計で、

積極的に取り組んでいくことを提言します。 

 
 
＜以上、第 2章＞ 

図2-5 排出量取引の世界市場化 
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第 2 章では、地球規模での低炭素社会のありかたについて検討しましたが、本章では、その実現に
向けての日本の役割と、想定される低炭素型の国際社会においてどのような国家戦略を持つべきか、

という点について検討します。本審議会では、排出削減に向けた「日本の役割」と「国際枠組」「国内

対策」「途上国の低炭素型開発の支援」の 3点に対する日本の戦略と政策について検討しました。 
 
世界を低炭素社会にするための日本の役割 
 世界を低炭素社会にしていくことにおける日本の役割には大きいものがあります。日本の製造業が

培ったエネルギーや資源の利用効率を高める技術は、これまで世界をリードしており、今後もこの技

術をより高めていくことが期待されます。 
 
資源小国だからこその技術 
日本の国土には、化石燃料や金属などの資源がありません。それゆえ、資源を輸入して品質の高い

製品をつくることで経済を成り立たせてきました。特にオイルショック以降、日本の各企業は省エネ

を進め、現在では世界でもトップレベルの省エネパフォーマンスを有しています。しかし、ここ 10年
ほどは、日本のエネルギー利用効率も EUなどに追いつかれつつあります。 
一方、世界的な需要を見れば、中国、インドを初めとする新興国の急速な経済成長に伴い、世界的

に化石燃料需要が高まり、エネルギー需給バランスが急速に変化しています。現在の主要なエネルギ

ー源である化石燃料は、その有限性と地域的な偏在性の観点からエネルギー安全保障上のリスクが今

後高まっていくものとが予想されます。このようにエネルギー安全保障上の理由から、日本は現状の

エネルギー利用効率のレベルで満足せずに、更なる効率向上を目指し、化石燃料依存型の経済から脱

却することが必要だと言えます。オイルショック後に石油に依存していたエネルギー源を様々なエネ

ルギー源へと大幅に変更できた日本であれば、化石燃料からの脱却も可能だと思われます。日本のエ

ネルギー政策は、次のステージに移り変わる時を迎えています。 
 
安心して暮らしていきたいという国民のニーズ 
日本国民のニーズとして「安心して暮らせる社会」ということがあります。多くの国民が、地球温

暖化による将来の悪影響を危惧しています。さらには、ガソリンや食料品などの値上げによって、エ

ネルギーや食糧安全保障上の心配もうすうす感じ始めている人も少なくないでしょう。これまで、私

たち日本人が当たり前に手に入れていたエネルギーが、手に入らないときが来るかもしれません。そ

うした不安を減らすようにすることが政府の役割です。 
気候安定化のための世界全体での温室効果ガスの排出量削減は、化石燃料の利用量を削減すること

にもなりますので、エネルギー安全保障の観点からも、日本にとって有益なことです。むしろ、日本

のエネルギー安全保障のために、温室効果ガス排出の抑制を旗印に、世界を低炭素化させていく必要

があるとも考えられます。 

第３章 

日本の役割、戦略、政策 
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国際枠組づくりへの積極的姿勢 
地球全体での低炭素社会構築に向けて、日本が自らの目標排出量を持って、世界全体での目標排出

量を国際枠組で合意できるようリーダーシップを発揮することを提言します。 
 
日本の立場 
世界的に温暖化対策の必要性の認識は高まっており、政治的には、先進国首脳会議（G8サミット）
その他の国家間のトップレベル会合において、必ずといってよいほど気候変動問題が主要議題として

取り扱われています。地球温暖化の進行と、その深刻な影響を回避するために、社会のあり方に関わ

る抜本的な対策が必要なことは明らかです。 
ここで、日本はグローバルな低炭素社会の実現に向けて、きわめて重要な立場にあるといえます。

なぜなら、日本は、人類が初めて温室効果ガスの排出を制約することを決めた京都議定書の議長国で

あり、また、著しく排出量が増加するアジア地域において唯一の附属書Ⅰ国でもあるからです。日本

が、京都議定書で定められる排出抑制目標をどのように達成するのか、さらには 2013年以降の次期枠
組みや目標設定の議論にあたり、どのような立場をとるのかが、先進国および開発途上国それぞれか

ら注視されているといっても過言ではありません。また、2008年の G8サミットは、日本の北海道洞
爺湖で開催され、その議長を務めます。今、このタイミングでの日本の採る行動は、世界の温暖化対

策の進展に与える非常に大きいものなのです。 
 
日本の戦略と行動 
今後の国際枠組みの構築にあたり、日本が自らの目標排出量を持って、世界全体での目標排出量を

国際枠組で合意できるようリーダーシップを発揮することを日本が果たすべきと提言します。 
日本の目標排出量は、2050年の世界人口が 92億人であれば、1人当たりの排出量は 2.7tCO2-eqと
なり、日本の人口が 1.03億人の場合、日本の排出量は 278MtCO2-eqとなります。これは、2005年時
点の排出量 1,359MtCO2-eqからは約 79.5％の削減となります。ただし、消費ベース排出量という考え
方で言えば、この目標排出量が実際に排出できる量となるわけではありませんが、5分の 1程度という
レベルに変わりはありません。現時点では、「現状比で約 80％の削減」もしくは「現状の 5 分の 1 程
度」という方向性を明確に示すことが、国内のあらゆる主体や他国の行動を促すことになります。日

本のエネルギー安全保障、日本の産業の発展と経済力の維持、世界への影響力の確保といった国益を

考えても、日本が世界の低炭素社会化をリードする必要があり、そのためには、少なくとも洞爺湖サ

ミット前までに、中長期の排出量目標を明言する必要があります。また、日本がリーダーシップを採

っていくためにも、世界の目標レベルを日本は前倒しで達成する目標を持つことも戦略としても有効

です。 

 
日本の排出量経路 
日本政府は、「低炭素社会づくりに向けて」（地球環境審議会）にて定性的な低炭素社会の具体的イ

メージを示しており、私たちが低炭素社会をイメージする上で、非常に良くまとめられています。し

かし、排出量といった定量的な低炭素社会の在り方を示していませんし、低炭素社会へのロードマッ
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プも描けていませんので、国内のあらゆる主体が行動するためには不十分だと言わざるをえません。

そこで、本審議会では、2050年までの日本の排出量経路を必要な施策と合わせて、日本の低炭素社会
へのロードマップとして提案します。 
第 2章の「将来的な国際枠組」においては、先進国の直線的な排出量経路に基づいた割当の提案を

していますが、実際の社会では、直線的に削減していけるものではありません。排出量を 5 分の 1 に
するということは、社会を抜本的に変える必要

があり、今すぐにできる対策だけでは不十分で

す。つまり、低炭素社会への移行には、相当な

準備が必要であり、長期的なロードマップを描

いて、そのフェーズ毎に施策を考えていく必要

があります。そして、実際の排出量は、初期の

準備期間にはあまり削減できなく、その準備が

できた後に大幅に削減し、最後には削減余地が

少なくなるため、S 字の曲線のようになると考
えられます（図 3-1）。以下に、今から 2050 年
までの期間を 3つのフェーズに分けて、それぞ
れの排出量経路と必要な施策を説明します（図

3-1、表 3-1）。 
 
表3-1 日本の排出削減パス 

 2008～2020年 2021～2040年 2041～2050年 
期間削減率     

2008年比 2020年までに 20％削減 2040年までに 70％削減 2050年までに 80％削減  

各期首比  2020年比 62.5％削減 2040年比 33％削減 
年間平均削減率    

2008年比 年間 1.67% 年 2.50% 年 1.00％  
前年比 年 1.84% 年 2.32％ 年 3.98% 

フェーズ 準備期 普及期 仕上げ期 
2050 年仕様の技術やイン
フラの開発と実証。 

2050 年仕様が標準仕様と
して普及。 

2050 年仕様が一通り普及
済み。 

必要な施策 

「心」の準備として、低炭

素社会像の啓発 
低炭素型の技術やインフ

ラで無理なく行動転換 
低炭素型の生活や価値観

が当たり前に 
 
①準備期（2011～2020年） 

2008 年から 2020 年までの期間は、“準備期”として、2050 年に実現していたい低炭素社会の交通
システムや都市構造などの都市インフラ、エネルギーインフラ、住宅などの建物、家電や移動体など

の製品の開発と実証を進めていきます。いわば、“2050 年仕様”の社会を開発する期間です。そのた

図3-1 日本の排出量経路 


